
事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0721

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

要相談 備考

要相談 備考

要相談 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

不可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 居宅介護支援
介護予防訪問
介護

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

2人

3人 2人 9人

あいケアサービス

有限会社　美里建設

0770700524

所在地
須賀川市雨田字愛宕前１２２

水郡線川東駅より母畑海道を東方面へ進み最初の信号機を郵便局、公民館
方面へ直進し次の信号機も更に直進する。車で2分（案内看板設置）

連絡先
0248-79-1335

0248-79-1336

aicare@sky.plala.or.jp

なし

月曜日～土曜日（ｻｰﾋﾞｽは無休） 6：00～24：00

日曜日、祝祭日、お盆・年末年始（8月13日～8月16日、12月30日～1月4日）

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時） 居宅サービス計画による

夜間サービス（18時～22時） 居宅サービス計画による

深夜サービス（22時～翌朝6時） 居宅サービス計画による

サービスのはキャンセル料はいただきません。

須賀川市、岩瀬郡、石川郡、郡山市

サービス提供地域と同じ

詳しくは直接お問い合わせください。 利用者の負担は有りません

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

平成15年12月1日 平成15年12月1日



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。

緊急連絡先一覧表を作成し、事業所及び利用者に交付します。緊急事態発生時には介護支援
専門員、主治医、家族、その他関係機関に速やかに連絡を行なう体制です。

事業所のＰＲ
ご利用者様やご家族の方が在宅に於いて安心して生活が出来るよう努めます。又、ご利用者
様の状況に応じた適切なサービスが提供出来るよう取り組んで参ります。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0022

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

可 備考

可 備考

要相談 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

不可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 居宅介護支援

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

4人 5人

1人 2人

16人

平成12年4月1日 平成12年4月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

サービス提供前１時間前までに中止の連絡がない場合、基本料金30分未満の25％を頂きま
す。容態の急変等、やむを得ない場合のキャンセル料は頂きません。

須賀川市、鏡石町、矢吹町、平田村

サービス提供地域と同じ

詳しくは直接お問い合わせください。

通常の実施地域を越える場
合は、実施地域を越える境界
線から1ｋｍにつき25円頂きま
す。

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時）

夜間サービス（18時～22時）

深夜サービス（22時～翌朝6時）

Caresukagawa@islands.co.jp

月曜日～日曜日 6：00～22：00

なし

連絡先
0248-73-1139

0248-73-1140

http://www.islands.co.jp

アイランド介護センター須賀川

アイランドサポート株式会社

0770700839

所在地
須賀川市丸田町２７－４　アイランド薬局２Ｆ

JR東日本　須賀川駅より車で5分
アイランド薬局丸田店2階



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
フローチャートを作成し、緊急事態が生じた時は、主治医、家族、介護支援専門員、その他関
係機関に速やかに連絡します。

事業所のＰＲ
「いつまでも住み慣れた我が家で過ごしたい」そんな願いを抱えている人がまだ多くいます。私
達は、家族がその人にとって大きな存在であることも知っています。その願いが続くように“自
分らしく生きる為に”を応援します。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0859

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

可 備考

可 備考

不可 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

不可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

不可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 居宅介護支援 介護予防支援 訪問介護
介護予防訪問
介護

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

2人

3人 16人

平成12年4月1日 平成12年4月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

サービス利用予定日前日の17：00以降のキャンセルについては、基本料金の1割のキャンセル
料をいただきます。☆容態の急変等、サービスを提供する事ができないやむを得ない事情があ
ると認める場合はキャンセル料はいただきません。

須賀川市、石川郡内、西白河郡内、岩瀬郡内、郡山市田村町

詳しくは直接お問い合わせください。
通常のサービス提供地域以
外の場合は交通費の実費を
いただきます。

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時） 居宅サービス計画による

夜間サービス（18時～22時） 居宅サービス計画による

深夜サービス（22時～翌朝6時） 居宅サービス計画による

なし

月曜日～金曜日 9：00～18：00

土曜日、日曜日、国民の祝祭日及び12月30日～1月3日

連絡先
0248-63-1711

0248-63-1712

http://www.nichiigakkan.co.jp

ニチイケアセンター須賀川

株式会社　ニチイ学館

0770700268

所在地
須賀川市塚田13-1　ヨネクラビル2F

須賀川駅前徒歩1分、メガネのヨネクラさん2階　☆案内看板あり



.
夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
緊急連絡体制網図を作成し、事業所に掲示し、利用者に交付します。緊急事態発生時には、
介護支援専門員、主治医、家族、その他関係機関に速やかに連絡を行う体制です。

事業所のＰＲ

｢住み慣れた地域の住み慣れた環境｣で暮らしを続けていただくため、｢お客様本位｣の在宅介
護トータルサービスを更に強化し、｢信頼される介護サービス｣の確立を目指します。当事業所
は、ニチイケアスタッフ全員がホームヘルパー２級以上の資格取得者です。お客様がより快適
な在宅生活が送れ、また自立した日常生活が送れるよう、ケアプランに沿ったきめ細やかく質
の高いサービスを、安心と信頼と共に提供いたします。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0027

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

要相談 備考

要相談 備考

要相談 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

不可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

不可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 居宅介護支援

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

1人 2人

1人 1人

10人

平成16年9月1日 平成16年9月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

サービス利用予定日の17：00以降のキャンセルについては、基本料金の1割のキャンセル料を
頂きます。容態の急変等、サービスを提供することが出来ない、やむを得ない事情があると認
める場合はキャンセル料は頂きません。

須賀川市内・岩瀬郡内・西白河郡矢吹町

詳しくは直接お問い合わせください。
通常のサービス提供地域以
外の場合は、交通費の実費を
頂きます。

月曜日～金曜日 9：00～18：00

土曜日、日曜日、国民の祝祭日、年末年始（12月31日～1月3日）

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時） 居宅サービス計画による

夜間サービス（18時～22時） 居宅サービス計画による

深夜サービス（22時～翌朝6時） 居宅サービス計画による

連絡先
0248-63-7553

0248-73-1017

hstM06@nichiigakkan.ne.jp

ニチイケアセンター西川

株式会社　ニチイ学館

0770700623

所在地
福島県須賀川市堀底町7　コーポタナカ102

国道4号線大黒町交差点を長沼方面へ。3つ目の信号（手押し信号含む）の手
前ビル1階。釈迦堂会館隣。



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
緊急連絡体制網図を作成し、事業所に掲示し、利用者に交付します。緊急事態発生時には介
護支援専門員、主治医、家族、その他関係機関に速やかに連絡を行なう体制です。

事業所のＰＲ
地域の皆様に信頼される事業所を目指し、個々のお客様のお気持を大事にして、サービスを行
なわせて頂いています。ご利用者様はもとより、ご家族の皆様へのフォローもさせて頂きたいと
おもいます。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0001

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

可 備考

可 備考

不可 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 福祉用具貸与
介護予防福祉
用具貸与

福祉用具購入 住宅改修 居宅介護支援 介護予防支援

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

1人

1人

6人 2人

平成16年1月1日 平成16年1月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

基本的にはサービス提供時間60分前にキャンセルのお電話なりいただく事になりますが、キャ
ンセル料に関しては発生しません。尚、詳細については事業所にご連絡ください。

須賀川市、岩瀬郡

サービス提供地域と同じ

詳しくは直接お問い合わせください。
通常のサービス提供地域以
外の場合は交通費に実費
1km100円いただきます。

年中無休 8:00～21:00

なし

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時）

夜間サービス（18時～22時）

深夜サービス（22時～翌朝6時）

連絡先
0248-76-6300

0248-76-6311

d.hichiwa@apcs.hm

http://www.apcs.hm

株式会社　アピックス介護事業部

株式会社　アピックス

0770700300

所在地
須賀川市森宿字ヒジリ田54-4

須賀川四号線を郡山方面に向かいグリンモール・ブルドッグ交差点を山寺北
団地方面に右折し、直ぐにコンビニスパー入り口左折し和田装備㈱敷地内（通
行可能）を通りサイゼリア隣。



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
緊急連絡体制及び責任者を事業所に提示し、利用者（契約書）に記載し交付いたします。緊急
事態発生時には、利用者家族、居宅介護支援事業所、主治医、その他関連機関に速やかに連
絡を行う体制です。

事業所のＰＲ

お客様に安心して住み慣れた我が家で暮らしてもらいたい！お客様の希望・要望を尊重した介
護で、ご家族の負担を少しでも和らげたい！を合言葉にいつも笑顔で暮らせるために、『アピッ
クス』のヘルパーは心をこめて良質な介護が提供できるよう日々努力し、在宅生活を応援しま
す。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0054

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

要相談 備考

要相談 備考

要相談 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

不可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所
介護予防訪問
介護

居宅介護支援 福祉用具貸与
介護予防福祉
用具貸与

福祉用具購入 住宅改修

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

1人

3人 1人

平成18年7月1日 平成18年7月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合、基本料金の1割をキャンセル料として頂きま
す。

須賀川市、天栄村、鏡石町、玉川村、郡山市、白河市、矢吹町、泉崎村

詳しくは直接、お問い合わせ下さい。
サービス提供可能地域内無
料

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時）

夜間サービス（18時～22時）

深夜サービス（22時～翌朝6時）

Fukunaga-kaigo@maroon.plala.or.jp

月曜日～土曜日　 9：00～18：00　（時間は要相談）

日曜日、祝祭日及び8月13日～8月16日、12月31日～1月3日

連絡先
0248-75-1881

0248-75-1880

http://www.s-c-p.co.jp/fukunaga

(株）福永　訪問介護事業所

株式会社　福永

0770700789

所在地
須賀川市牛袋１２３－１

須賀川駅から、国道１１８号線を長沼方面に徒歩30分。最寄のバス停は堀底
停でバス停から徒歩10分。☆須賀川インター隣



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
利用者に病状の急変、緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、介護支援専門員に連絡す
る等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

事業所のＰＲ
私たちは、介護を受ける方が、住みなれた地域で日常生活を営む事ができるよう配慮し、生活
全般にわたる援助をさせて頂きます。また、利用者様の意思を尊重し、利用者様の立場に立っ
たサービスをさせて頂きます。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0053

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

可 備考

可 備考

可 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

不可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 福祉用具貸与 居宅介護支援
介護予防福祉
用具貸与

介護予防支援 福祉用具購入
介護予防訪問
介護

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

3人 4人

7人

11人

平成12年4月1日 平成12年4月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

2日前までに事務所まで連絡

須賀川市・鏡石町・天栄村

自己負担 なし

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時）

夜間サービス（18時～22時）

深夜サービス（22時～翌朝6時）

月曜日～日曜日 8：00～19：30（電話等により24時間可能）

なし

連絡先
0248-63-2311

0248-73-5255

すかがわ岩瀬農業協同組合ふれあいヘルパーステーション

すかがわ岩瀬農業協同組合

0770700169

所在地
須賀川市大桑原字地山8番地

須賀川駅より大桑原つつじ園方面へ車で15分



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
主治医・救急隊の要請・当該利用者の家族・当該利用者に係る居宅介護支援事業所へ速やか
に連絡し、管理者へ状況報告を密に行う。

事業所のＰＲ 経験豊富なヘルパーによる「ふれあい」がある介護

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0055

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

可 備考

可 備考

要相談 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

1人

9人

平成15年3月1日 平成15年3月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

サービス利用時間の1時間前までに、ご連絡いただいた場合無料。
サービス利用時間の1時間前までに、ご連絡いただかなかった場合50％

須賀川市　郡山市　岩瀬郡　石川郡

須賀川市　郡山市　岩瀬郡　石川郡

介護サービス料金　30分 1,500円
10分まで500円それ以降10分
毎に500円加算されます。

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時） 25％増

夜間サービス（18時～22時） 25％増

深夜サービス（22時～翌朝6時） 50％増

なし

毎日 通常　8：00～18：00

なし

連絡先
0248-76-3077

0248-72-8512

なし

ハートフル平和

有限会社　平和タクシー

0770700425

所在地
福島県須賀川市新町１１

須賀川駅より、福島交通・須賀川・長沼線（西川）バス停より徒歩10分　（須賀
川インター入り口裏）



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
事業者は、現に訪問介護の提供を行っているときに、利用者の病状の急変が生じた場合の
他、必要な場合は速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます

事業所のＰＲ

当事業者の訪問介護員等は要介護者の特性を踏まえ、その能力に応じ自立した日常生活を営
むことが出来るように、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行う。事業
所の実施に当っては関係市・町・村の地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り
総合的なサービスの提供に努める。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0822

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

可 備考

可 備考

要相談 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

不可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

不可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 居宅介護支援
認知症対応型
共同生活介護

通所介護
介護予防通所
介護

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

1人

1人 4人

平成14年1月1日 平成14年1月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

サ-ビス利用予定前日の正午までに連絡　◎容態の急変等、サ－ビスを提供する事ができない
やむいないと認めた場合はキャンセル料は頂きません。

須賀川市・岩瀬郡・郡山市の一部(安積町、田村町）

詳しくは直接お問い合わせください。

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時）

夜間サービス（18時～22時）

深夜サービス（22時～翌朝6時）

npo-houshinkai@crux.ocn.ne.jp

毎日 24時間

なし

連絡先
0248-72-0308

0248-72-0309

つくしホームヘルプサービス

特定非営利活動法人 豊心会

0770700342

所在地
須賀川市東作18-3

国道４号線から国道１１８号線に入り石川方面へ、東部幹線交差点過ぎ桜岡
バス停右折し六軒方面へ。桜岡バス停より徒歩5分。



2人の訪問介
護員等による

夜間若しくは
早朝又は深夜

特定事業所加
算

30分未満 231単位

30分以上１時間未満 402単位

1時間以上 584単位

30分増すごとに +83単位

30分以上１時間未満 208単位

1時間以上 291単位

通院等乗降介助 1回につき 100単位

介護予防訪問介護（Ⅰ）
要支援１・２
週1回程度

1,234単位

介護予防訪問介護（Ⅱ）
要支援１・２
週2回程度

2,468単位

介護予防訪問介護（Ⅲ）
要支援２
週2回を超える

4,010単位

緊急時の対応
緊急連絡体制網を作成し、事業所に提示しており、利用者にも交付します。緊急事態発生時に
は担当介護支援専門員、主治医、家族、その他機関に速やかに連絡を行ないます。

事業所のＰＲ
利用者のニーズに基づいたサ-ビスを提供します。在宅で能力に応じたその人らしい自立した
生活を送るための支援をしていきます。 利用者が安心できるよう｢なじみの関係」を継続できる
ケアを目指し、連携したケア体制の活用、他の機関との連携を大切にしています。

夜間又は早朝
＋25/100
深夜
＋50/100

Ⅰ～Ⅲのいず
れに該当する
かは各事業所
に問い合わせ
ください
＋20/100（Ⅰ）
＋10/100
（Ⅱ、Ⅲ）

生活援助

１月単位での定額報酬

介護報酬加算
等の算定情報

基本部分

身体介護

×200/100

注
１　須賀川市においては単位数×10円が利用料となり、うち9割が介護保険より支給されます。
２　身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、身体介護と生活援助の単位を合算するので
　はなく30分毎に83単位が加算されます。
３　生活援助においては1時間以上であっても291単位以上にはなりません。
４　介護予防訪問介護に関する回数は、目標達成に必要と思われる回数を各事業所において
　判断します。



事業所名称

経営主体

事業者番号

〒 962-0817

住所

交通アクセス

℡

FAX

ホームページ ＵＲＬ

電子メール E-ｍａｉｌアドレス

営業日 サービス提供時間

休日

可 備考

可 備考

可 備考

サービスキャン
セル時の対応

サービス提供
地域

乗降介助サー
ビスへの対応

可
乗降介助の提
供可能地域

要支援１・２（介
護予防訪問介
護）への対応

可
生活保護受給
者への対応

可
同性介護希望
者への対応

可

介護報酬の告
示で定める額
以外の利用料

交通費

事業所設置年
月日

事業開始年月
日

併設事業所 居宅介護支援

専従（常勤） 専従（非常勤） 兼務（常勤） 兼務（非常勤）

3人 1人 1人

1人

12人

平成12年4月1日 平成12年4月1日

従業者の状況

職員体制

介護福祉士

看護師

訪問介護員1級

訪問介護員2級

ｻｰﾋﾞｽ利用日の前日正午以降のキャンセルについては、定められてキャンセル料をいただきま
す。但し、緊急でやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料をいただきません。

須賀川市・玉川村・岩瀬郡

須賀川市・玉川村・岩瀬郡

詳しくは、直接お問い合わせください。
通常のｻｰﾋﾞｽ提供地域以外
の場合は、交通費の実費をい
ただきます。

早朝・夜間・深
夜時間帯の対
応

早朝サービス（6時～8時）

夜間サービス（18時～22時）

深夜サービス（22時～翌朝6時）

helper@nw-joho.co.jp

月曜日～土曜日 24時間　365日対応

日曜日、祝祭日及び年末年始（12月29日～1月3日）

連絡先
0248-72-4045

0248-72-1623

http://www.nw-joho.co.jp

ニューワーク情報ｻｰﾋﾞｽ(有)ヘルパーステーションハッピー福島

ニューワーク情報サービス有限会社

0770700128

所在地
須賀川市南上町１３１－１５

東北本線須賀川駅より2ｋｍ（石川行バス乗車、上町バス停下車・徒歩２分）




